










































































頁 行 誤 正 備考

136 21 第107号第３項 第107条第３号 号→条、項→号

140 6 選挙委員会選挙に関する 選挙に関する [選挙委員会]を削除

146
1/4以上の上院議員の署名 1/4以上の下院議員の署名 上院→下院

149 18 〈資産申告制度と審査手続き〉 ②　資産申告制度と審査手続き 〈　　　〉を削除、②とする

156
2つ目項目 第295条　通用する 第295条　適用する 通用→適用

3つ目項目 第295条　通用しない 第295条　適用しない 通用→適用

161 注(30)
1 憲法第138条第1項 憲法第138条第1号 項→号

2 国立大学学長らの 国立大学学長の [ら]を削除

3 ８名の委員 10名の委員 ８→10

『アジアの民主化過程と法』

大友有

図　左端の４つの枠のうち、上から2つ目の枠内

表　最上段　項目左から２つ目と３つ目

正誤表

第5章「タイにおける汚職と不正－1997年憲法のとりくみ」
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